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医療の役割分担と連携（第１章　医療の役割分担と連携の必要性） 第４部

Ⅰ　各医療機関の役割
１　現状と課題
（１）県民の医療に対する意識

効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムを構築していくため、県民の視
点に立って、医療機関の役割分担と連携を進めていく必要があることから、医療機関への
かかり方に関するアンケート調査を実施しました。

調査対象：住民基本台帳から30歳以上の者を2,000人無作為抽出
実施時期：平成29年10月
回答状況：1,353人（回答率67.7％）

ⅰ）約8割が「かかりつけ医」を持っている
約8割の人が「かかりつけ医」がいると回答していますが、年代別に見ると、30代では、
約4割の人がいないと回答しているなど、若い世代になるほど「いない」率が高く、若
年層への普及啓発が必要です。また、かかりつけ医については、約6割が内科や皮膚科、
眼科など現在または以前にかかった病気ごとの医師と回答しています。

一方で、約2割の人が「かかりつけ医」がいないと回答しており、そのうち、約3割の人
が大きな病院に、検査・治療機器の充実による安心感や複数の病気を一度に診てもらえる
効率性等を求めています。

第４部　医療の役割分担と連携

▶▶▶ 第１章　医療の役割分担と連携の必要性 ◀◀◀

【かかりつけ医の有無】 【かかりつけ医の持ち方】

現在あるいは
以前にかかっ
た病気ごとの
医師, 59.7%

病気になったと
き、総合的に診
てくれる医師, 

37.2%

在宅で診てくれる
医師, 1.1%

その他, 2.0%

いる, 
79.1%

いない, 
20.9%

63% 75% 75% 81% 86% 92%

37% 25% 25% 19% 14% 8%

0%

50%

100%

30代 40代 50代 60代 70代 80代

いない

いる

【かかりつけ医がいない理由】

17.3%

12.1%

12.6%
6.7%4.9%

14.4%

31.9%

大きな病院の方が検査・治療機器が充実しているから
大きな病院の方が複数の病気を一度に診てもらえるから
近くに適当な医療機関がないから
近くに大きな病院があるから
大きな病気を患っており、既に大きな病院に主治医がいるから
かかりつけ医を選ぶための情報が不足しているから
その他、病気になったことがないから

【かかりつけ医の有無】 【かかりつけ医の持ち方】

現在あるいは
以前にかかっ
た病気ごとの
医師, 59.7%

病気になったと
き、総合的に診
てくれる医師, 

37.2%

在宅で診てくれる
医師, 1.1%

その他, 2.0%

いる, 
79.1%

いない, 
20.9%

63% 75% 75% 81% 86% 92%

37% 25% 25% 19% 14% 8%

0%

50%

100%

30代 40代 50代 60代 70代 80代

いない

いる

【かかりつけ医がいない理由】

17.3%

12.1%

12.6%
6.7%4.9%

14.4%

31.9%

大きな病院の方が検査・治療機器が充実しているから
大きな病院の方が複数の病気を一度に診てもらえるから
近くに適当な医療機関がないから
近くに大きな病院があるから
大きな病気を患っており、既に大きな病院に主治医がいるから
かかりつけ医を選ぶための情報が不足しているから
その他、病気になったことがないから

p000-065_はじめに-第4部_修正.indd   57 2018/06/19   11:52



−58−

医療の役割分担と連携（第１章　医療の役割分担と連携の必要性）第４部

ⅱ）約4割の人が知名度や周囲の評判により入院先を選択
入院先を選ぶとき、約4割の人が自宅に近いなど地域的な条件ではなく、病院の知名
度や周囲の評判を重視すると回答しています。

ⅲ）病状が安定してからも約6割の人が同じ病院での入院を希望
約6割の人が、退院できるまで引き続き同じ病院での入院を希望しています。

ⅳ	）約6割の人が入院していた病院と連携している自宅近くの医療機関を退院後の通院先
として希望
病院を退院し、引き続き通院による治療が必要になった場合、約6割の人が入院して
いた病院と連携している医療機関を受診したいと回答しています。

（２）医療機能の分担と連携の必要性

私たちが医療機関から医療の提供を受ける形態は、病気やけがの内容・程度によって、
通院する場合、症状が重く入院が必要な場合、治療困難な疾病等のため高度・専門的な病
院で治療を必要とする場合など、様々です。
本県の受療動向を見ると、自分の症状について、軽症かどうか判別しにくく、総合的に
診てほしい場合には初診から高度・専門的な病院を受診する傾向にあります。患者が大き
な病院に集中すると、重症患者の手術・入院治療など、病院が本来担うべき、高度医療の
提供に支障をきたすばかりか、患者にとっても待ち時間が長くなるなどのデメリットがあ
ります。
一方、県民アンケートによると、たとえ自宅から遠いところにある大きな病院で手術す
ることになったとしても、約6割の人が、その後の通院については「手術した病院と連携
している近くの医療機関に通院したい」と考えています。
このことから、限られた医療資源を有効に活用しながら、患者の負担を軽減するために
は、かかりつけ医を中心とした日常的な医療を基盤としながら、必要に応じて専門的な治
療が受けられるよう、地域の医療機関が役割を分担しつつ、それぞれの専門性を高めてい
く必要があります。

【入院先の医療機関の選び方】 【状態が落ち着いた後の入院先】 【退院後の通院先】
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このため、県民が「まずはかかりつけ医を受診する」ように、診療所を病院がバックアッ
プしている姿を明示し、医療機関もそれぞれの役割を分担し、適切かつ効果的に対応できる
連携体制づくりが重要になっています。
なお、所在する二次医療圏内で対応できないような、高度で特殊な医療が必要な場合には、
主に三次医療機関への搬送となるため、他の二次医療圏域と連携することが必要な場合もあ
ります。

（３）県民への医療機能情報の提供の必要性

県民アンケートによると、「かかりつけ医がいない」と回答した人は5人に1人を占めて
います。
「かかりつけ医がいない」と回答した人のうち、約1割の人がかかりつけ医がいない理由
として、「かかりつけ医を選ぶための情報が不足している」と情報不足を理由に挙げてい
ます。
このことから、県民が安心して、かかりつけ医で治療が受けられるよう、より一層の情
報提供を行っていく必要があります。

区分 概要

初期（一次）医療
（プライマリ・ケア）

・通常みられる病気や外傷などの治療のみでなく、疾病予防や健康管理
など、地域に密着した保健・医療・福祉にいたる包括的な医療であり、
疾病等の状態によっては専門的な医療機能を持つ病院等、他の医療機
関と連携した適切な対応が必要となっています。

二次医療 ・入院医療および専門外来医療を提供するもので、診療所や他の医療機
関と連携して機能連携を図ることが望まれます。

三次医療 ・特殊・先進的な医療に対応する特殊な診断を必要とする高度・専門的
な医療であり、先進的な技術と特殊な医療機器の整備を必要とします。

一次医療
（初期治療・健康管理）

二次医療
（入院・専門外来）

三次医療
（特殊・先進的医療）

地域の中核的病院かかりつけ医

大規模病院

逆紹介

医療の役割分担と連携

紹介
紹介

初期治療
予防
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医療の役割分担と連携（第１章　医療の役割分担と連携の必要性）第４部

（４）県民の医療に対する理解

医療施設や医療従事者などの医療資源は無限ではないので、県民が安心して、満足度の
高い医療を受けるためにも、医療連携の必要性を理解し、自らが自覚してこれらの有効な
活用を図っていく必要があります。
全国的な問題として、コンビニを利用するような感覚で、夜間や時間外に安易に病院に
駆け込む事例が増加し、勤務医師が過重労働となり疲れ果てて退職してしまうこと等によ
り、診療体制の弱体化につながっていると指摘されています。
今後とも、県民が安全で安心して良質な医療を受けられるよう、医療機関の役割分担や
病院の医師の労働環境に関する理解が必要となっています。
また、県民一人ひとりが、病気にならないよう、普段から自らの生活習慣を把握し、主
体的に継続して改善する意識を持つことが重要です。

（５）地域医療支援病院と各医療機関の連携

地域医療支援病院は、地域の医療機関を後方支援し、医療機関相互の患者紹介や医療機
器の共同利用を推進するなど、かかりつけ医の定着を図っています。

　【地域医療支援病院の承認要件の具体例】
　  （1）紹介患者中心の医療の提供（次のうちいずれかに該当）
　　　　①紹介率が80％以上
　　　　②紹介率が65％以上、かつ、逆紹介率が40％以上
　　　　③紹介率が50％以上、かつ、逆紹介率が70％以上
　  （2）救急医療を提供する能力を有すること（次のうちいずれかに該当）
　　　　①前年度救急搬送患者受入人数÷救急医療圏人口×1,000≧2
　　　　②前年度救急搬送患者受入人数が1,000件以上
　  （3）地域の医療従事者に対する研修の実施（年間12回以上）
　  （4）建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制の確保
　  （5）原則として200床以上の病床を有すること

（６）医科と歯科との連携

在宅や施設における高齢者や障害者のあらゆる疾患について、口腔ケアおよび摂食・嚥
下リハビリテーションが必要であり、急性期から維持期に至るまでのそれぞれの時期にお
いて、治療を行う医療機関と歯科医療との連携も重要です。

※県内の地域医療支援病院の承認状況
医療機関名 承認年月日

福井県済生会病院 平成16年３月29日
福井県立病院 平成19年６月11日
福井赤十字病院 平成19年６月11日
福井循環器病院 平成21年３月31日
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（７）診療報酬、介護報酬の改定

症状の安定した患者が看護配置７対１の急性期病床に入院している状況を改善するた
め、2018（平成30）年4月から、算定要件である重症患者の割合が引き上げられるとともに、
診療実績に応じた報酬体系に転換されます。
今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、「日常的な医学管
理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」とし
ての機能を兼ね揃えた新たな介護保険施設として、2018（平成30）年4月から介護医療院が
創設されます。介護療養型医療施設については、2017（平成29）年度に廃止され、経過措
置期間とされている2024年3月31日までに他施設への転換や廃止をする必要があります。

２　今後の目指すべき方向

【施策の内容】
（１）「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」の普及・啓発〔県〕

県民への「かかりつけ医」・「かかりつけ歯科医」の定着を図るため、医師との交流の場
を設けた市民公開講座の開催等による啓発を実施します。
県民が「かかりつけ医」選択のために必要な情報（バックアップ病院名、時間外診療サー
ビスの実施状況、往診体制等）を入手できるよう、「医療情報ネットふくい」の周知を図
ります。
疾病・事業ごとに、治療等に求められる機能を持つ医療機関名を県民に提供します。
　※「医療情報ネットふくい」（アドレスhttp://www.qq.pref.fukui.jp）
　　	　各医療機関が対応できる疾患や、医師や看護師など医療従事者の配置状況などを住

民・患者に対し分かりやすい形で提供

（２）治療計画（地域連携クリティカルパス）の活用促進〔県、医療機関〕
医療機関相互の患者紹介や逆紹介を円滑に行うため、医療機関の間での医療機能情報（医
療スタッフの専門性、受入可能な患者の状態等）の共有化を進めます。
がん、脳卒中、急性心筋梗塞の県統一の地域連携クリティカルパスの普及・啓発を促進
するとともに、糖尿病については、糖尿病連携手帳を含む地域連携クリティカルパス等の
活用を推進します。

（３）医療機関への施設・設備の支援〔県〕
特殊・先進的な医療に対応する特殊な診断を必要とする高度・専門的な医療を担う医療

施策の基本的方向
○「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」の普及・啓発
○治療計画（地域連携クリティカルパス）の活用促進
○医療機関への施設・設備の支援
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機関の施設・設備の充実、および医療機関相互の連携に資する電子カルテシステムの整備
を支援します。
急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスの役割分担と連携を進めるた
め、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟など今後不足が見込まれる病棟の
整備や、休床病床を廃止して外来機能に特化する際の施設・設備整備を支援します。
在宅医療を担う医師や看護師等の育成・県内定着に資する診療所の整備を支援します。
介護療養型医療施設から介護医療院等への転換等が円滑に行われるよう、施設整備を支
援します。

Ⅱ　情報通信技術（ICT）を活用した情報共有

１　現状と課題
（１）医療連携のための情報の共有

地域における限られた医療資源を効率的に活用し、安心して医療を受けられるようにす
るためには、引き続き、各医療機関の持つ機能を明確にした上で、それぞれの特徴を十分
活かせるよう、適切な役割分担と連携による切れ目のない医療提供体制の構築に取り組ん
でいく必要があります。
こうした中、本県においては、平成26年4月から中核病院が持つ患者の診療情報を他の
医療機関と共有する「地域医療連携システム（ふくいメディカルネット）」を運用しており、
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平成30年4月現在、19病院が診療情報を提供しています。
また、平成28年度から、ICTを活用した画像情報、検査結果等の電子的な送受に対し、
診療報酬上の評価がなされています。
さらに、平成30年度の診療報酬改定においては、情報通信機器を用いたオンライン診療
や、退院時のカンファレンスへのICT活用が評価されつつあります。
今後、少子高齢化の進展等に伴う将来の医療需要の変化を踏まえ、医療と介護の総合的
な確保と、効率的で質の高い医療提供体制を実現していくためには、在宅や介護施設等も
含め、多職種間での情報共有が必要であり、医療機関がそれぞれの医療機能等についての
情報を自ら進んで、提供・開示することが望まれます。

２　今後の目指すべき方向

【施策の内容】
（１）ＩＣＴを活用した診療情報の共有〔県、県医師会〕

地域の中核病院が持つ患者の診療情報を他の医療機関と共有する「ふくいメディカル
ネット」について、開示病院と閲覧機関が双方向で利用できる仕組みの構築、遠隔カンファ
レンス機能の付加などの機能拡充、訪問診療等を行う歯科医師が閲覧するための端末設置
などにより、利便に供する患者数の増加など、システムの利用を促進します。
またオンライン診療に対する診療報酬の対象範囲が拡充されたこと等を踏まえ、遠隔画
像診断支援システムなどの情報通信機器の整備等についても併せて検討していきます。

施策の基本的方向

○ICTを活用した診療情報の共有

Ａ病院（中核病院）

Ｂ内科診療所（かかりつけ医） Ｃ眼科診療所（かかりつけ医） Ｄ皮膚科診療所（かかりつけ医）

遠隔カンファレンス
機能双方向閲覧機能
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Ⅰ　公的病院等の役割

県内の公的病院等は、救急医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療および小
児医療の政策的医療分野や高度医療、地域医療との連携、がん診療、精神医療および臨床研
修等に関して、別表に掲げるような役割等を担っています。
公的病院等は、二次医療圏において、これらの政策的医療等の提供や病病・病診連携の中
心的役割を担うとともに、医療水準の維持・向上に努めながら、良質な医療提供体制を持続
していくことが必要です。
また、地域の医療ニ−ズを的確に把握し、住民に信頼される質の高い医療を提供するため
にも、本計画の基本理念である医療機能の役割分担と連携を積極的に推進することが求めら
れています。
こうしたことから、公的医療機関等は地域医療構想の実現に向けた公的医療機関等2025プ
ランを策定することとなっており、このプランについて地域医療構想調整会議で議論し、地
域の理解を得ながら、その果たすべき役割の見直しを検討していきます。
特に、福井・坂井圏域においては、急性期医療を提供する４つの大規模病院（福井県立病
院、福井大学医学部附属病院、福井赤十字病院、福井県済生会病院）が近距離に集中立地し
ていることから、これらの４病院と県で構成する協議会を設置し、役割分担等について協議・
実施していきます。
また、公的病院等とそれ以外の病院・診療所との適切な役割分担についても十分協議し、
双方の医療機関の適切な機能分担が図られるよう、診療科目等の再編や連携体制を構築する
ためのネットワ−ク化等、地域において適切な医療提供体制の確保のための検討も進めてい
きます。

▶▶▶ 第２章　公的病院等が担う役割 ◀◀◀
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別表　県内の公的病院等の主な役割（平成30年3月現在）

医
療
圏

病院名

救急
医療

災害時
医療

へき地
医療

周産期
医療

小児
医療

がん
医療

精神
医療

児童発達
支援

○
専
門
研
修
連
携
施
設

●
専
門
研
修
基
幹
施
設
２

○
臨
床
研
修
指
定
病
院
３

○
地
域
医
療
支
援
病
院
５

●
特
定
機
能
病
院
４

○
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

○
救
急
病
院
１

●
病
院
群
輪
番
制
病
院
・
救
急
病
院

○
地
域
災
害
拠
点
病
院

●
基
幹
災
害
拠
点
病
院

被ばく医療 ○
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院

●
へ
き
地
医
療
支
援
機
構

○
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

●
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

○
小
児
救
急
夜
間
輪
番
病
院

○
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

●
県
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

○
精
神
科
救
急
輪
番
病
院

○
児
童
発
達
支
援

●
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

○
原
子
力
災
害
医
療
協
力
病
院

●
原
子
力
災
害
拠
点
病
院

福　

井	

・	

坂　

井

福井県立病院 ○ ● ● ● ●○ ● ○ ● ○ ●○ ○ ○

福井県こども
療育センター ● ○

福井県すこやか
シルバー病院 ○

福井赤十字病院 ● ○ ● ○ ○ ○ ●○ ○ ○

福井県済生会病院 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ○ ○

福井大学医学部
附属病院 ● ○ ● ● ○ ○ ●○ ○ ●

坂井市立三国病院 ○ ○ ○

国立病院機構
あわら病院 ○ ●○ ●○

奥
越
JCHO
福井勝山総合病院 ● ○ ○ ○

丹
南

公立丹南病院 ● ○ ○ ○ ○

越前町国保
織田病院 ○ ○ ○

嶺　

南

国立病院機構
敦賀医療センター ○ ○ ○ ○ ●○ ○

市立敦賀病院 ● ○ ○ ○ ○ ●○ ○

レイクヒルズ
美方病院 ○ ○

杉田玄白記念
公立小浜病院

○
（ミニ）
６

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ○

JCHO
若狭高浜病院 ○ ○ ○

１　救急病院とは、救急医療に対応する医師や設備などを備えた医療機関で、その開設者から協力の申し出があり、県知事
が必要と認定したものです。
２　県内の専門研修基幹施設は、福井総合病院を含めた8病院。
３　県内の臨床研修指定病院は、福井総合病院を含めた7病院。
４　特定機能病院とは、高度な医療技術や設備を備え、高度医療の研究開発や医師の研修を行う病院のことです。
５　県内の地域医療支援病院は、福井循環器病院を含めた4病院。
６　従来からある救命救急センターは、20床以上の専用病床を有しますが、新型（ミニ）救命救急センターは、20床未満の
専用病床であっても、厚生労働省が平成15年度から新たに設置を認めるようになったものです。
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